
・国道29号からA地点を経由し、B地点までの市道区間は一般車両通行可。

・B地点からC地点までの林道区間を新たに規制。C地点以降の林道は現状も規制中。

規制位置図

Ａ 赤西口

Ｃ 既設ゲート

A-B区間

約1.2㎞

B-C区間

約2.7㎞

林野庁

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森

Ｂ 新設ゲート

国道29号

市道赤西線

林道赤西線


